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実施計画＝中期計画事業

　義務的経費・一般行政経費等を除き、

　新規・充実事業を中心に事業を体系化

　　　　　　　　↓

第３次中期計画の場合

　計画事業　２８１事業　

　総事業費　７，５１１億円

　所要一般財源　１，９３６億円

　　　（平成１１～１５年度の５年間）

　　　　　　　　↓

中期計画事業の単年度所要一般財源は

年間一般財源予算の約１０％程度

　　　　　　　　↓

一般行政経費や扶助費・公債費等の

増嵩によりその実現が困難に
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点
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略
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重点的戦略的に取り組む事業

　・市民にとって切実かつ重要な課題

　・川崎再生に欠かせない戦略性の高い重要な課題

　・今後３年間のうちに実現すべき重要な課題

新たな総合計画の姿

基本構想
・行政運営の基本理念や基本方向の提示にとどまらず、相応の

　具体性を持った「川崎再生」のための基本計画

・今日までの諸環境の変化と今後３０年程度の諸環境の変化を

　踏まえ、具体性と現実性をもって提示可能な期間として、

　「１０年」程度の期間を設定

実行計画
・基本構想に基づく３か年の実行計画

・施策・事業ごとに具体的・わかりやすく３か年の目標を明示

・期間内の財政収支見通しを明示し、財源的な裏付けをもって

　実現可能な事業範囲に関する計画

・全事務事業を対象とする施策体系の再構築

・事務事業総点検と連携して全事業を管理

重点戦略プラン
・実行計画における重点事業を重点戦略化
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社会環境の急激な変化と２０１０プランの課題
・高度経済成長の崩壊と景気低迷の長期化

・少子高齢社会の急速な進行　等

　　⇒　 ・計画事業の実施事業費と財政収支見通しとの整合不足

　　　　　・計画外事業の把握不足（一般行政経費、扶助費、公債費等の増嵩）

　　　　　・計画事業投入可能一般財源が不明確

　　　　　・計画事業の実現可能性が不明確
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進行
管理

行 財 政 改 革 プ ラ ン

基本認識
崩れた豊かな歳入構造・硬直化が進む歳出構造
　　⇒　平成１７年度に一般会計赤字決算
　　　　　財政再建団体に転落の可能性
　　　　　　　　　↓
原因は単に不況による一時的税収減でなく
　・高度経済成長期に形づくられた施策の制度疲労
　・少子高齢社会の到来等の構造的な要因
　　　　　　　　　↓
旧来型の改革手法や予算のやりくりの限界
　　　　　　　　　↓
行財政改革の断行
　行政を小さくして民間活力を引き出す
　受益者負担以外の市民負担増加の回避を前提に
　　　「活力とうるおいのある市民都市」をめざす

具体的な改革の方向
１　行政体制の再整備
　　職員配置、組織機構、給与制度、人事制度の見直し
　　公営企業の経営健全化、出資法人の見直し
　　補助・助成金の見直し
　　債権確保策の強化
　　総合的土地対策の推進　等

２　公共公益施設・都市基盤整備の見直し
　　・新規着工事業を原則として３年間凍結
　　・当面予定されている事業に対し４ランクの優先順位設定

３　市民サービスの再構築
　　・市民参画による地域主体のまちづくりを原則
　　・効率的・効果的な市民サービス提供システムの構築
　　・公平性の観点に立って受益と負担の関係を適正化

財政収支試算モデルの明示
平成２１年度までの財政収支フレームを明示するとともに
行政体制の再整備、公共公益施設・都市基盤整備の見直し・
市民サービスの再構築の３つの柱を一体的に推進することに
よる平成２１年度での収支均衡を目標設定

２０１０プランの特徴
・多様な市民参加や基本構想の議決などにより本市の将来像や施策の

　基本方向等について、市民との合意形成や認識の共有化を図ったこと

・市民の意識やニーズが多様化している中で、総合的な観点から施策の

　体系化を図ったこと

・総合的、計画的な視点からの行政執行の指針となってきたこと

（平成５（１９９３）年３月） （平成１４（２００２）年９月） （平成１７（２００５）年予定）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１０プラン　　　

基本構想の計画期間　　　　　　　　（２１世紀の第１四半世紀）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本計画の計画期間　　　　平成５（1993）年度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～平成２２（2010）年度の１８年間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

実施計画作成と期間　　　　５年間を計画期間とする中期計画を作成

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　（環境変化に合わせ適宜ローリング）　　　

重要事業の重点戦略化　　　　　　　　　　　　　　　－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第３次中期計画に重点計画事業５５を掲出）

新たな総合計画策定に向けた基本的視点
・地域経営の視点を重視すること

・課題にタイムリーに対応し着実な成果を上げるために

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重点的、戦略的な取組を図ること

・施策や取組の成果、効果が市民の実感として

　　　　　　　　　　　　　　　　　把握できるような課題を設定すること

・幅広い参加と議論を積み重ねること

・現行の市民負担で現行のｻｰﾋﾞｽ水準を維持することは不可能

・小出しの部分的改良を加えた程度では川崎市の再生は

　あり得ない状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

　　　　　　　　　行財政改革プランの策定へ

参考資料

２０１０プランと新たな総合計画との比較

基本構想
（１０年程度）

新たな総合計画

　　　　　 　実行計画　

　平成１７（2005）年度～
平成１９（2007）年度の３年間

　　　　　　－
（基本計画を実施（実行）計画化）

重点戦略プランの策定


